
     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

              

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

受験申込みにあたってこの受験案内を最後までよく読んで記載されている内容に同意した上で申込み 

をしてください｡申込みをされた場合は受験案内に記載されたすべての事項に同意したものとみなします｡ 

【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止のため､試験の実施が変更となる可能性があります｡ 

その場合は､試験センターホームページでお知らせしますので､ご確認ください｡ 

一般財団法人 電気技術者試験センター 
〒104‒8584 東京都中央区八丁堀２‒９‒１(ＲＢＭ東八重洲ビル８階) 

TEL 03‒3552‒7691 
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［下期受験者用］ 
 

 

 

 

【インターネットによる申込み】 

       令和４年８月２２日(月)午前１０時 

              ～ ９月８日(木)午後５時 

        ・下記のアドレスから申込みできます｡ 

         https://www.shiken.or.jp/ 

    【書面による申込み】 

         令和４年８月２２日(月)～９月８日(木) 

          (郵便局 (ゆうちょ銀行)の消印有効) 

・郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で払込取扱票によ

り受験手数料を納付し、受験申込書を郵便局より

投函することにより申込みできます。 

※払込取扱票及び受験申込書の受付は、郵便局の

消印有効 

 

 

                             

            筆記試験   令和４年１０月３０日(日) 
      

            技能試験   令和４年１２月２４日(土) 

                         又は１２月２５日(日) 

                        (試験地により異なります) 

       【受験手数料】(非課税)】 

インターネットによる申込み     9,300 円 

書面による申込み               9,600 円 
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 受験申込み方法の注意  
 

 

１．インターネットで申込みされた場合は、必ず所定の決済方法で受験手数料を納付してください。 

書面申込専用の払込取扱票は使用できません｡ 

 

２．申込みで受験手数料の決済が指定期限までに完了しなかった場合､理由のいかんにかかわらず､ 

申込みは受理できません｡ 

また､書面申込者は､｢受験申込書｣の提出消印が過ぎている場合も､申込みは受理できません｡ 

 

３．インターネット申込みで選択した受験手数料の決済方法は変更できません｡ 

 

４．受験手数料は｢受験申込取消｣の期限［９月１６日(金)必着］を過ぎると返還できません｡ 

次回以降の試験への充当もできません｡ 

 

５．受験手数料の領収書は､いかなる納付方法であっても発行しません｡但し､受験手数料納付証明書 

を受験票に添付してお送りします｡この受験手数料納付証明書は再発行できません｡ 

 

６．登録の氏名の漢字(※)やカナ氏名､生年月日が住民票の表記と異なると免状が発行されません｡ 

 
７．試験申込みでは試験地の選択までできますが､試験会場は選択できません｡ 

選択した試験地で試験会場が複数ある場合､個々の試験会場の決定はシステムによる自動割当とな 
り､必ずしも最寄の試験会場とならない場合があります｡ 
受験票に記載された試験会場を変更することは一切できません｡ 
また､筆記試験時間の午前・午後については選択することも､変更をすることもできません｡ 

 
８．筆記試験免除資格があるにもかかわらず､その権利を行使せずに筆記試験の申込みをした場合は､ 

筆記試験からの受験となり､その筆記試験の結果が不合格の場合､技能試験を受験することはでき 
ません｡ 

       
９．筆記試験免除用証明書等を提出して筆記試験免除で申込みをする方で､所定の証明書等を 

指定期日［９月１６日(金)必着］までに提出しなかった場合は､筆記試験からの受験となります｡ 
その場合､筆記試験の試験地は､申込み時に選択した技能試験の試験地になります｡ 

       
10．団体申込は､インターネット申込のみ手続きが可能です｡ 

なお､受験手数料の決済方法は銀行振込に限られます｡ 
書面(受験申込書及び払込取扱票)による申込みは､すべて個人申込みとして取り扱います｡ 

       

11．申込み後に受験者を変更すること､受験の権利を他人に譲渡することは一切できません｡ 

       

12．筆記試験が不合格となった場合や欠席した場合､技能試験は受験できません｡ 

 

13．申込時に写真の提出がなかった場合、受験することはできません。 

また、提出時の注意事項に記載の内容から逸脱する写真を提出した場合や申込時の写真と受験者

の顔が一致しないと判断された場合も受験することができません。 

（不備となる例…集合写真からの切り取り、プリクラ・画像加工されたもの、顔全体が鮮明に写っ

ていないもの、画質が荒いもの、画像がぼけているもの、顔の一部が隠れているもの、表情が平

静でないもの、背景が暗いもの） 
 

(※)漢字の入力について 

インターネット申込み時に入力される漢字は､JIS漢字コード(第一水準､第二水準)で定められた漢字を 

使用してください｡JIS 漢字コードにない漢字を入力した場合､エラーメッセージが表示されます｡例えば

｢髙｣を入力するとエラーとなりますので､｢高｣で入力してください｡ 
住民票に表記されている氏名の漢字と､申込み時に登録する氏名の漢字が完全に同一でない場合､試験合格
後の免状発行ができませんので､住民票の表記と異なる漢字を入力された方は､お手数ですが､申込内容変
更申請により正しい漢字へ変更申請を必ず行ってください｡（変更方法は、１１頁をご確認ください） 
 １ 
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受験申込み方法の概要 
 
 
 

インターネットおよび書面による申込みの概要を示します｡各々の内容を確認して申込みをしてください｡ 

インターネット申込み 

申込者 ・個人申込み  ・団体申込み(団体担当者によるお申込みをされる場合) 

申込手順 

① 一般財団法人電気技術者試験センターのホームページへアクセスする｡ 

  アドレス https://www.shiken.or.jp/ 

② 申込画面の手順に従って必要事項を入力する｡＜２１頁参照＞ 

   （試験申込みには、顔写真が必要です。事前にご用意ください。） 

③ 受験手数料の決済方法が表示されるので､希望の方法を選択する｡ 

  ※団体申込みを選択した場合の決済方法は｢銀行振込｣のみです｡ 

④ 選択した決済方法により､画面に表示された支払期限内に受験手数料を納付する｡ 

決済方法 

(選択) 

Ａ．クレジットカード決済(※１) 

Ｂ．コンビニエンスストア決済(※２) 

Ｃ．ペイジー決済 

Ｄ．指定の銀行口座へ振込(指定する口座番号は申込者ごとで異なります) 

  ※団体申込の場合は人数分の受験手数料を指定の銀行口座へお振込みください｡ 

受験手数料 9,300 円(非課税) 【受験申込取消申請期限後の返還はできません】 

その他費用 
上記Ａ〜Ｃまでの決済方法を選択した場合は､別途事務手数料が必要です｡ 

またＤを選択した場合､銀行から請求される振込手数料は申込者負担です｡ 

※１：使用できるカードは､国内で発行された ①VISA ②MasterCard ③Diners です｡ 

※２：利用できるコンビニは､セブン-イレブン / ローソン / ファミリーマート / ミニストップ /デイ

リーヤマザキ / セイコーマート です｡ 

書面(受験申込書及び払込取扱票)による申込み 

申込者 個人申込み 

申込手順 

① 令和４年度第二種電気工事士下期試験用の受験案内等を入手する｡(※３) 

② 受験案内に同封された｢受験申込書｣及び｢払込取扱票｣に必要事項を記入する｡ 

（試験申込みには、顔写真が必要です。事前にご用意ください。） 

③ 必要事項を記入した払込取扱票を郵便局の窓口へ提出し､受験手数料を納付する｡ 

④ 受験申込書を郵便局より､投函する｡ 

（｢受験申込書｣、｢払込取扱票｣の一方のみの提出の場合、申込は受理できません。） 

⑤ 書面による申込みでもマイページの作成及び閲覧が可能です。＜２１頁参照＞ 

受験手数料 9,600 円(非課税) 【受験申込取消申請期限後の返還はできません】 

その他費用 郵便局 (ゆうちょ銀行)から請求される払込手数料及び受験申込書の送料は申込者負担です｡ 

※３：受験案内の入手方法は､送料分の金額の切手(２１０円)を貼った返送用封筒(角２封筒)に返送先の

郵便番号､住所､氏名､電話番号､｢第二種電気工事士下期試験受験案内 請求｣と朱書きして､試験セ

ンター本部事務局へ郵送してください｡ 

試験センターに封筒が届き次第､送付いたしますが到着まで１週間程度かかりますので､受付期間

終了間際にご請求された場合は､対応いたしかねます。ご注意ください｡ 

なお､受験案内の請求は１封筒につき１部となります｡ 
２ 
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      受験申込みから免状取得までの流れ  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

第二種電気工事士試験受験希望者(受験制限はありません) 

○上期試験と下期試験の両方の申込みと受験が可能です｡ 

○受験手数料(非課税)  １．インターネットによる申込み    9,300 円 

２．書面による申込み        9,600 円 

 

筆記試験免除対象者 

(技能試験からの受験) 

※対象者の条件は７頁を参照 

上期試験申込み 

３月１８日(金)～４月７日(木) 

・新規受験希望者  

・筆記試験免除対象者 

 

下期試験申込み 

８月２２日(月)～９月８日(木) 

・新規受験希望者 

・筆記試験免除対象者 

下期 

筆記試験(※１)  

５月２９日(日) 

筆記試験(※１) 

１０月３０日(日) 

合 格 合 格 

技能試験(※２) 
７月２３日(土)又は２４日(日) 

技能試験(※２) 
１２月２４日(土)又は２５日(日) 

合 格                      

都道府県知事へ第二種電気工事士免状交付申請       

(都道府県条例で定める手数料が必要です) 

 経済産業大臣が指定する養成施

設(職業訓練校など)の修了者又は

これと同等以上と都道府県知事が

認定したもの 

免状交付 

第二種電気工事士 

新規受験希望者 

(筆記試験からの受験) 

 

不合格 

※1：筆記試験の午前・午後の選択をすることはできません。 

※2：技能試験日は試験地により異なります｡ 

３ 
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 １ 試験概要 
 

第二種電気工事士試験は､電気工事士法に基づく国家試験で､経済産業大臣から指定を受けた一般財団法

人電気技術者試験センター(以下｢試験センター｣という｡)が試験の実施に関する事務を行っています｡ 

この試験に合格して､居住地(現在住民登録されている住所)の都道府県知事に申請することにより､第二種

電気工事士免状の交付を受けることができます｡免状を取得すると､一般用電気工作物の工事の作業に従事

することができます｡(詳しくは､＜１７頁＞をご覧ください｡) 

 

 

試験の種別 試 験 日 
着席時刻 

(注意事項説明開始) 
試験開始時刻 入室禁止時刻 試験終了時刻 

筆記試験 １０月３０日(日) 

午前  ９時４５分 １０時００分 １０時３０分 １２時００分 

午後 １４時４５分 １５時００分 １５時３０分 １７時００分 

 

試験の種別 試 験 日 
着席時刻 

(注意事項説明開始) 
入室禁止時刻 試験開始時刻 試験終了時刻 

技能試験 

１２月２４日(土) 

又は２５日(日) 

(試験地により異なる) 

１０時５０分 １０時５５分 １１時３０分 １２時１０分 

 
・筆記試験の午前・午後の選択をすることはできません。 
・各試験ともに､上記の着席時刻までに必ず指定された試験室へ入室してください｡ 
・遅刻した場合､下記の時刻までに入室しないと受験できません｡ 

①筆記試験：午前開始試験 １０時３０分    午後開始試験 １５時３０分 
②技能試験：１０時５５分(試験開始前に受験者による材料確認作業等があるため) 

  

(1) 筆記試験(次に掲げる科目と範囲について行います｡) 

科  目 範  囲 

１．電気に関する基礎理論 ① 電流､電圧､電力及び電気抵抗 ② 導体及び絶縁体 

③ 交流電気の基礎概念 ④ 電気回路の計算 

２．配電理論及び配線設計 ① 配電方式 ② 引込線 ③ 配線 

３．電気機器､配線器具並びに 

電気工事用の材料及び工具 

① 電気機器及び配線器具の構造及び性能 

② 電気工事用の材料の材質及び用途 ③ 電気工事用の工具の用途 

４．電気工事の施工方法 ① 配線工事の方法 ② 電気機器及び配線器具の設置工事の方法 

③ コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法 ④ 接地工事の方法 

５．一般用電気工作物の検査方法 ① 点検の方法 ② 導通試験の方法 ③ 絶縁抵抗測定の方法 

④ 接地抵抗測定の方法 ⑤ 試験用器具の性能及び使用方法 

６．配線図 配線図の表示事項及び表示方法 

７．一般用電気工作物の保安に 

関する法令 

① 電気工事士法､同法施行令､同法施行規則 

② 電気設備に関する技術基準を定める省令 

③ 電気用品安全法､同法施行令､同法施行規則及び電気用品の技術上

の基準を定める省令 

 

2. 科目と範囲 

 

1.下期試験日時 

 

注意！   

４ 
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(2)技能試験 

(筆記試験の合格者と筆記試験免除者に対して､次に掲げる事項の全部又は一部について行います｡) 

 

 

 

 

(1)試験種別と方法 

試験の種別 試 験 方 法 

筆 記 試 験 
筆記試験科目について､一般問題､配線図の記号等を四肢択一方式によりマークシート

で解答する方法で行います｡ 

技 能 試 験 
持参した作業用工具により､配線図で与えられた問題を､支給される材料で一定時間内

に完成させる方法で行います｡ 

 

(2)技能試験材料の確認について 

また､端子ねじ(ランプレセプタクル､露出形コンセント等)､リングスリーブ及び差込形コネクタは､作業

のやり直し等により不足が生じた場合､申し出があれば追加支給します｡ 

追加支給しても欠陥の対象とはなりません｡  

 

 

(3)出題する試験問題について 

電気工事士が行う作業において、電気設備に関する技術基準省令及び解釈や JIS 規格、又、実際の工

事現場において業界規準として運用されている内線規程等の規範についても、前述した「科目と範囲」

内で、電気工事士として身に付けておくべき事項に限り、必要に応じて出題します。 

 

・「電気設備の技術基準」（経済産業省令） 

・「電気設備の技術基準の解釈について」（経済産業省の審査基準） 

・「内線規程」(日本電気技術規格委員会) 

・JIS 規格(日本産業規格) 

（例）電気用図記号：JIS C0617 シリーズ 

    構内電気設備用図記号：JIS C0303:2000 

    量記号・単位記号：JIS Z8000 シリーズ 

 

「電気設備の技術基準の解釈について」の第 218 条、第 219 条の「国際規格の取り入れ」の条項は

本試験には適用しません。 

 

 

 

  

①電線の接続 ②配線工事 ③電気機器及び配線器具の設置 ④電気機器､配線器具並びに電気工事用 

の材料及び工具の使用方法 ⑤コード及びキャブタイヤケーブルの取付け ⑥接地工事 ⑦電流､電圧､ 

電力及び電気抵抗の測定 ⑧一般用電気工作物の検査 ⑨一般用電気工作物の故障箇所の修理 

3. 出題形式等 

 

５ 
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２ 試験地  
  

  
 

下期筆記・技能試験地欄は､下記の｢下期試験地一覧表｣から希望する筆記試験地及び技能試験地を 

 ・書面申込みの場合は受験申込書に記入してください｡ 

 ・インターネット申込みの場合は､画面の説明に従い､選択してください｡ 

 なお､技能試験は試験地により１２月２４日(土)又は１２月２５日(日)のいずれかの日に実施されます｡ 

技能試験地欄に試験地名を選択する際は､下記の｢下期試験地一覧表｣にて確認してください｡ 

下期試験地一覧表(技能試験地の×印のある日は、技能試験は実施しません｡) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注     ・申込み時に選択できるのは｢試験地｣までです｡試験会場は受験票及びマイページ（受験票発送
日以降）に記載されます｡ 

・受験票及びマイページに記載された試験会場を変更することは一切できません｡ 

・書面申込みで試験地の記入に不備があった場合は､試験センターで試験地を選定します｡ 
・インターネット申込みでは､試験地を選択します｡誤った選択により希望しない試験地が設定

されることもありますので､申込確認画面で必ず確認してください｡ 

・試験会場名・住所・交通手段は受験票及びマイページ（受験票発送日以降）に記載されていま

す｡試験会場への道順を予め地図などで確認しておいてください｡会場の案内地図(臨時バスの

運行情報等)は､試験の受験票発送日から試験センターのホームページで確認することができます｡ 

筆 記 技 能  筆 記 技 能 

 

筆 記 技 能 

１０月３０日 １２月２４日 １２月２５日  １０月３０日 １２月２４日 １２月２５日 １０月３０日 １２月２４日 １２月２５日 

北 海 道 地 区  中 部 地 区 四 国 地 区 

旭 川 市 旭 川 市 ×  長 野 県 長 野 県 × 徳 島 県 徳 島 県 × 

北 見 市 北 見 市 ×  岐 阜 県 岐 阜 県 × 香 川 県 × 香 川 県 

札 幌 市 × 札 幌 市  静 岡 県 静 岡 県 × 愛 媛 県 愛 媛 県 × 

釧 路 市 釧 路 市 ×  愛 知 県 × 愛 知 県 高 知 県 高 知 県 × 

室 蘭 市 室 蘭 市 ×  三 重 県 三 重 県 × 九 州 地 区 

函 館 市 函 館 市 ×  北 陸 地 区 福 岡 県 × 福 岡 県 

東 北 地 区  富 山 県 富 山 県 × 佐 賀 県 佐 賀 県 × 

青 森 県 × 青 森 県  石 川 県 × 石 川 県 長 崎 県 × 長 崎 県 

岩 手 県 × 岩 手 県  福 井 県 福 井 県 × 熊 本 県 熊 本 県 × 

宮 城 県 宮 城 県 ×  関 西 地 区 大 分 県 大 分 県 × 

秋 田 県 × 秋 田 県  滋 賀 県 × 滋 賀 県 宮 崎 県 宮 崎 県 × 

山 形 県 × 山 形 県  京 都 府 京 都 府 × 鹿児島県 × 鹿児島県 

福 島 県 × 福 島 県  大 阪 府 × 大 阪 府 沖 縄 地 区 

新 潟 県 新 潟 県 ×  兵 庫 県 兵 庫 県 × 沖 縄 県 × 沖 縄 県 

関 東 地 区  奈 良 県 奈 良 県 × 

 

茨 城 県 × 茨 城 県  和歌山県 和歌山県 × 

栃 木 県 栃 木 県 ×  中 国 地 区 

群 馬 県 群 馬 県 ×  鳥 取 県 鳥 取 県 × 

埼 玉 県 × 埼 玉 県  島 根 県 × 島 根 県 

千 葉 県 × 千 葉 県  岡 山 県 岡 山 県 × 

東 京 都 東 京 都 ×  広 島 県 × 広 島 県 

神奈川県 × 神奈川県  山 口 県 山 口 県 × 

山 梨 県 × 山 梨 県   

注意！   

下期 筆記・技能 試験地一覧表 

６ 
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     ３ 筆記試験の免除 
 

次の免除項目の１〜５に該当する申込者は､申請により筆記試験が免除されます｡ 

免除項目１ 
令和４年度第二種電気工事士 上期筆記試験の合格者 
【申請方法】８頁参照 

 

・筆記試験免除資格があるにもかかわらず､その権利を行使せずに筆記試験を申込みした場

合は､筆記試験免除の権利は喪失し､申込みをした筆記試験の結果が優先されます｡その筆

記試験の結果が不合格の場合､技能試験を受験することはできません｡ 

・下期筆記試験に合格した場合、筆記試験免除の権利は、令和５年度の上期試験だけに有効

となります。 

 

免除項目２〜５に該当する申込者は､令和２年度以降に第二種電気工事士試験に申込みをした方と

申込みをしていない方で申請方法が異なります｡必ず該当する免除項目の申請方法を確認してから手

続きしてください｡ 

免除項目２ 
学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令による実業学校又はこれらと同等
以上の学校において､電気工事士法で定める電気工学の課程を修めて卒業した方 

免除項目３ 
１)第一種､第二種又は第三種電気主任技術者免状の取得者 
２)旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の有資格者 

免除項目４ 
改正前の鉱山保安法第 18 条の規定による試験のうち､電気保安に関する事項を分掌
する係員の試験に合格した方 

免除項目５ 
旧自家用電気工作物施設規則第 24 条第１項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に
関し相当の知識経験を有すると認定された方 

 
 
 

 
 

 
・筆記試験免除用証明書等を提出して筆記試験免除で申込みをする方で､所定の証明書等を 
指定期日[９月１６日(金)必着]までに提出しなかった場合は､筆記試験からの受験となります｡ 
その場合､筆記試験の試験地は､申込み時に選択した技能試験の試験地となります｡ 

・筆記試験免除資格があるにもかかわらず､その権利を行使せずに筆記試験を申込みした場 
合は､申込みをした筆記試験の結果が優先されます｡その筆記試験の結果が不合格の場合､ 
技能試験を受験することはできません｡ 
 
 
 
 

 

 

申請方法 
① 令和２年度以降に申込みをした方：８頁参照 

② 令和２年度以降に申込みをしていない方：９頁参照 

注意！   

注意！   

７ 
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＜免除項目１＞ 

申込方法 筆記試験免除申請の手順 

インター 

ネット 

１)試験区分の選択画面で､筆記試験免除者の｢第二種電気工事士試験（筆記試験：

免除【免除項目１】）｣を選択する｡ 

２)情報入力画面に進みますので､令和４年度第二種電気工事士上期筆記試験の受

験番号を入力する｡ 

３)「合格情報を確認する」ボタンを押し､入力情報に問題がない場合は、「次へ」

ボタンが表示されますので､続けて入力し､申込みを完了させる｡ 

※ 前回の筆記試験の受験番号が不明な方は､「免除情報の検索」（試験センターホ

ームページトップ）にて検索し、確認してください。また、正しく入力しても

画面が先に進まない方は､速やかに試験センターまでご連絡ください｡ 

※ 前回受験後に氏名の変更をされた方、前回受験時に氏名または生年月日に不備

があった方は、前回の登録内容で申込いただき、[９月１６日(金)（必着）]ま

でに変更申込書とともに、氏名変更の場合は戸籍抄本（原本）、生年月日訂正の

場合は訂正の確認ができる公的証明書の写しを添えて送付ください。 

＜２３頁参照＞ 

指定期日[９月１６日(金)（必着）]までに提出しなかった場合は､筆記試験か

らの受験となります｡その場合､筆記試験の試験地は､申込み時に選択した技能

試験の試験地になります｡ 

書面 
受験申込書の筆記試験免除項目欄の１に○印を付け､令和４年度第二種電気工事士上期
試験の筆記試験受験番号を指定欄へ記入する｡ 

＜免除項目２〜５＞ 

【令和２年度以降に第二種電気工事士試験を申込み､各種証明書を提出した方】 

必要な提出書類 再提出の必要はありません(提出済みの各種証明書を利用) 

申込方法 筆記試験免除申請の手順 

インター 

ネット 

１)試験区分の選択画面で､筆記試験免除者の｢第二種電気工事士試験（筆記試験：

免除【免除項目〇（上記免除項目）】）｣を選択する｡ 

２) 「過去の申込みと証明書類の提出状況」から、「過去に申込をして、筆記試験

免除用の証明書類を提出した」を選択する。 

３）情報入力画面に進みますので､過去(令和２年度以降)の第二種電気工事士技

能試験の受験番号を入力する｡ 

４)「合格情報を確認する」ボタンを押し､入力情報に問題がない場合は、「次へ」

ボタンが表示されますので､続けて入力し､申込みを完了させる｡ 

※ 前回の技能試験の受験番号が不明な方は､「免除情報の検索」（試験センター

ホームページトップ）にて検索し、確認してください。また、正しく入力し

ても画面が先に進まない方は､速やかに試験センターまでご連絡ください｡ 

 

※ 前回受験後に氏名の変更をされた方、前回受験時に氏名または生年月日に不
備があった方は、前回の登録内容で申込いただき、[９月１６日(金)（必着）]
までに変更申込書とともに、氏名変更の場合は戸籍抄本（原本）、生年月日訂
正の場合は訂正の確認ができる公的証明書の写しを添えて送付ください。 
＜２３頁参照＞ 
指定期日[９月１６日(金)（必着）]までに提出しなかった場合は､筆記試験か
らの受験となります｡その場合､筆記試験の試験地は､申込み時に選択した技
能試験の試験地になります｡ 

書面 
受験申込書の筆記試験免除申請欄の免除項目２〜５の該当する番号に○印を付
け､欄の右にある｢Ｂ提出済みの証明書類を添付書類として使用する｣にも○印を
付ける｡ 

 
８ 
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＜免除項目２～５＞ 

【令和２年度以降に第二種電気工事士試験の申込みをしていない方】 

書類の提出期限 ９月１６日(金)必着 

各免除項目 必要な提出書類 

免除項目２ 
試験センター指定の筆記試験免除用証明書(証明印押印済/原本) ＜１９頁参照＞ 
(卒業した学校で､筆記試験免除用証明書に学校長の証明印があること) 

免除項目３ 

１)｢電気主任技術者免状｣の複写 

２)① 旧電気事業主任技術者資格検定規則に基づく検定試験の合格者の場合は  

｢合格証明書｣又は｢合格証書｣の複写 

   ② 旧電気事業主任技術者資格検定規則による認定学校(旧制の大学､工業専門
学校､工業学校等の電気科の卒業者の場合は｢卒業証明書｣又は｢卒業証書｣
の複写 

免除項目４ 
改正前の鉱山保安法第 18条の規定による試験のうち､電気保安に関する事項 

を分掌する係員の試験の｢合格証明書｣又は｢国家試験合格証｣の複写 

免除項目５ 
｢自家用電気工作物主任技術者技能認定証明書｣又は 

｢自家用電気工作物主任技術者技能認定書｣の複写 

申込方法 筆記試験免除申請の手順 

インター 

ネット 

１)試験区分の選択画面で､筆記試験免除者の｢第二種電気工事士試験（筆記試験：

免除【免除項目〇（上記免除項目）】｣を選択する｡ 

２)「過去の申込みと証明書類の提出状況」から、「申込をしていない（新たに筆

記免除用の証明書類の提出が必要の方）」を選択し、「免除申請注意事項確認」

を確認する。確認後、「同意をする」にチェックすると、「次へ」ボタンが表

示されますので､続けて入力し､申込みを完了させる｡ 

３)各種必要提出資料をご用意いただき､免除証明書類添付用紙（QR コード付き）
（申込完了画面より、出力）を余白に貼り付ける｡＜２０頁参照＞ 

４)試験センターへ特定記録等で提出期限までに送付する｡ 

書面 

１)受験申込書の筆記試験地の記入欄に｢免除｣と記入する｡ 

２)受験申込書の筆記試験免除申請欄の該当の免除項目に○印を付け､欄の右にある 

  ｢Ａ別途証明書類を送付する｣にも○印を付ける｡ 

３)各種必要提出資料をご用意いただき､免除証明書類添付用紙（QR コード付き）に
氏名及び生年月日を記入して、余白に貼り付ける｡＜２０頁参照＞ 

４)試験センターへ特定記録等で提出期限までに送付する｡ 

・免除項目２の証明書の押印有効期限は学校証明印の押印日より１年間です｡ 
 

 

 

受付期限 ９月１６日(金) 

申請方法 

マイページ

による申請 

申込後（入金済み）､マイページにて｢試験の変更をする場合はこちら（免除無
から免除有、免除有から免除無への切り替えが行えます。）｣のボタンより､申
請してください｡ 

書面による

変更 
電気技術者試験センターに、期限内にお電話ください。 

  

注意！   

申込後の免除変更 
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じじょう

により配慮
はいりょ

等
とう

が必要
ひつよう

な方
かた

で受験
じゅけん

に際
さい

して何
なん

らかの援助
えんじょ

を希望
き ぼ う

する

方
かた

､試験
し け ん

問題
もんだい

の漢字
か ん じ

にふりがな(ルビ)を希望
き ぼ う

する方
かた

は､申請
しんせい

期限内
きげんない

にマイページでの申請
しんせい

または試験
し け ん

セン

ターまでご相
そう

談
だん

ください｡申請
しんせい

期限
き げ ん

までに必
かなら

ず申請
しんせい

ください｡ 

＜身体
しんたい

に障害
しょうがい

のある方
かた

などで､試験
し け ん

において援助
えんじょ

を希望
き ぼ う

する＞ 

必要
ひつよう

事項
じ こ う

 

①援助
えんじょ

を受
う

けたい理由
り ゆ う

と内容
ないよう

   ②身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の写
うつ

し 

 

例
れい

：・車椅子
くるまいす

の使用
し よ う

など､特別
とくべつ

な介助
かいじょ

が必要
ひつよう

な方
かた

で、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

をお持
も

ちの方
かた

 

  ・その他
た

、疾患
しっかん

等
とう

をお持
も

ちの方
かた

で、特別
とくべつ

措置
そ ち

を希望
き ぼ う

される方
かた

 

※身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

をお持
も

ちでない場合
ば あ い

でもお気軽
き が る

にご相談
そうだん

ください｡ 

＜試験
し け ん

問題
もんだい

の漢字
か ん じ

にふりがな(ルビ)を希望
き ぼ う

する＞ 

必要
ひつよう

事項
じ こ う

 特別
とくべつ

措置
そ ち

事項
じ こ う

(ルビ問題
もんだい

を申請
しんせい

する理由
り ゆ う

 など) 

 

申請
しんせい

期限
き げ ん

 ９月
がつ

１６日
にち

(金
きん

)まで 

マイページ

での申請
しんせい

方法
ほうほう

 

申込
もうしこ

みの際
さい

に「特別
とくべつ

援助
えんじょ

措置
そ ち

申請
しんせい

」で「あり」を選択
せんたく

し、「援助
えんじょ

措置
そ ち

の申請
しんせい

内容
ないよう

」で必要
ひつよう

項目
こうもく

を選択
せんたく

する。申込後
もうしこみご

､マイページの｢援助
えんじょ

措置
そ ち

申請
しんせい

｣より､必要
ひつよう

事項
じ こ う

を入 力
にゅうりょく

の上
うえ

､申
しん

請
せい

ください｡ 

※身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の写
うつ

しは画像
が ぞ う

にし､アップロードしてください｡ 

※申込
もうしこ

みの際
さい

に「特別
とくべつ

援助
えんじょ

措置
そ ち

申請
しんせい

」で「なし」を選択
せんたく

した場合
ば あ い

、｢援助
えんじょ

措置
そ ち

申請
しんせい

｣の必要
ひつよう

事項
じ こ う

入 力
にゅうりょく

ページ（ボタン）はでてきません。誤
あやま

って、「なし」にした場合
ば あ い

、試験
し け ん

セン

ター（下記
か き

連絡先
れんらくさき

）にご連絡
れんらく

ください（入力可能
にゅうりょくかのう

となるよう変更
へんこう

をいたします）。 

書面
しょめん

での

申請
しんせい

方法
ほうほう

 
電気
で ん き

技術者
ぎじゅつしゃ

試験
し け ん

センターに、期限内
きげんない

にお電話
で ん わ

ください。 

   

連絡先
れんらくさき

 
TEL：03－3552－7691／平日

へいじつ

(Weekday)９：００〜１７：１５ 

メールアドレス(E-mail)：answer@shiken.or.jp 

 

承認
しょうにん

結果
け っ か

 

試験
しけん

１週間前
しゅうかんまえ

までにメールまたはSMS を送付
そうふ

いたします。 

なお、申請
しんせい

内容
ないよう

によっては、承認
しょうにん

できない場合
ばあい

がありますので、了 承
りょうしょう

の上
うえ

申請
しんせい

してください。 

また、申請
しんせい

内容
ないよう

の確認
かくにん

のためにお電話
でんわ

させていただくことがあります。 
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５ 申込み内容の変更､取消､受験票の送付  
 

 

試験申込後、登録情報の変更及び取り消しが可能です。 

下記に従い、各種期間内にお手続きください。なお、手続き後の反映等のご確認を必ず行ってください。 

(1)申込み内容の変更 

インターネット 

(マイページ) 

[令和５年月１月１０日(火)]まで､下記を除く登録情報はマイページ上で変更申請で

きます｡ 

氏名、カナ氏名及び生年月日はマイページでの変更はできませんので、書面にて申請

してください｡ 

※試験地の変更期限は､下記受付期限となります｡ 

マイページにて外

字への変更申請が

可能です。 

紙等に外字の変更内容を記載し、画像をアップロードすることで変更が可能です。 

※変更反映後､外字部分は､誤表示を防止するため該当の漢字が＠マークで表示されま
すが､受験者データは登録済みの漢字となります。受験票等でご確認ください｡ 

書面 

（名前・生年月日） 

マイページの「登録情報変更」のページより、｢申込内容変更申出書｣をダウンロード・記

入し、必要書類とともに、[令和５年１月１０日(火)（必着）]までに申請してください｡ 

また､名前及び生年月日は公的証明書の写しとともに申請してください｡ 

＜２３頁参照＞ 

※試験地の変更期限は､下記受付期限となります｡ 

マイページにて変

更のできない場合 
電気技術者試験センターに、期限内にお電話ください。 

 ※変更申請後、変更内容が適用されているか受験票またはマイページで必ず確認してください｡ 

 

変更箇所 受付期限 

筆記試験地／筆記受験票の記載内容 ９月１６日(金) 

技能試験地／技能受験票の記載内容 １１月 ４日(金) 

 

(2)申込内容の変更申請に必要となる項目及び提出書類 

変更する項目 提出書類① 提出書類② 

氏名変更 

(外字変更は含まない) 
申込内容変更申出書 

変更内容が記載された戸籍抄本(謄本)の原本 

または氏名の変更履歴がわかる公的証明書の写し 

カナ氏名 

生年月日 
申込内容変更申出書 

正しい情報が記載された公的証明書の写し 

(運転免許証/パスポート/保険証など) 
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(3)項目ごとの申請方法 

変更する項目 申請手順 

氏名変更 

カナ氏名 

生年月日 

上記の変更申請に必要となる書類一式を､特定記録等の配達記録が残る方法

を利用し､受付期限までに試験センターへ送付する｡ 

(変更申出書の宛名用紙をコピーしてご利用ください) 

その他 
氏名(外字変更を含まない)・カナ氏名・生年月日以外の変更申請については､ 

マイページにて、変更が可能です。＜２１頁参照＞ 

 

(4)受験申込みの取消 

 受験申込み後､やむを得ない事情で申込みを取り消す場合は､受験者本人より、下記の申請を行って

ください｡ 

（団体申込の場合は、取消権限を「団体担当者・受験者」のどちらに付与するか選択が可能です） 

受付期限 ９月１６日(金) 

申請方法 

マイページ

による申請 

申込後（入金済み）､マイページにて｢試験のお申込みをキャンセルする場合は
こちら｣のボタンより､申請してください｡ 
なお､申込取消をすると、元へは戻せません。よくご確認の上､申請ください｡ 

書面による

申請 
電気技術者試験センターに、期限内にお電話ください。 

・受験申込取消申請が期日まで申請されないと受験申込みの取消はできません｡ 

 

・受験申込取消申請の受付期限後は､受験手数料は返還しません｡ 

              また、次回以降の試験への充当もしません｡ 

 

・取消申請後、郵便局の払出証書を作成いたします。納付済みの受験手数料から、郵便局の払

出証書作成費用及び取消通知はがき送付費用（実費）を引いた額を払出証書にて、お送りい

たします。取消通知はがきの発送は、試験日１週間前を予定しております。      

(5)受験票の送付 

試験センターは､各申込方法による受験申込みについて正式に受理した後､受験票を下記発送予定日

に登録されたご住所へ受験者宛で発送します｡ 

各試験の受験票が届かない場合､必ず下記の申出期日までに試験センターへ､受験者本人から申し出

てください｡ 

また､下記の申出期日を過ぎてしまった場合や紛失した場合も､速やかに試験センターにご連絡くだ

さい｡ 

なお、受験票が届かなかったこと等を理由として受験料の返還は行いません。必ずご連絡ください。 

 

                 

 

 

 

 連絡先電話番号：03－3552－7691(平日９時〜１７時１５分)  

試験種別 受験票の様式 発送予定日 受験票が届かない場合の申出期日 

筆記試験 圧着はがき １０月１４日(金) １０月２１日(金) 

技能試験 圧着はがき １２月 ８日(木) １２月１５日(木) 

注意！   

１２ 

 



筆記試験当日 
(1)遅刻：午前開始の受験者は１０時３０分、午後開始の受験者は１５時３０分までに入室

できないと受験することができません。（必ず受験票で確認してください） 
(2)筆記試験受験票を持参していない 
(3)申込時の登録写真と受験者が違う 
(4)受験票に記載された試験会場以外での受験 
(5)受験票に記載された受験者本人以外の受験 
(6)受験票に記載された時間以外の受験 
 

 

技能試験当日 
(1)遅刻：技能試験は１０時５５分を過ぎたら受験できません 
(2)技能試験受験票を持参していない 
(3)申込時の登録写真と受験者が違う 
(4)受験票に記載された試験会場以外での受験 
(5)受験票に記載された受験者本人以外の受験 
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６ 受験上の注意事項  

 

下記の事項に該当する場合､理由のいかんにかかわらず受験できません｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
(1)受験票の扱い 

受験票を持参し､指定された席の机上に置いてください｡ 

受験票は回収します｡ 

(2)試験中は､次のことに注意してください｡ 
 ① スマートウォッチ、携帯電話等の通信機器は､試験会場内では必ず音とアラーム機能を切り、カバ

ン等にしまってください｡ 

 ② 指定された席以外で受験すると欠席扱い又は失格となります｡ 

 ③ 試験室内での写真撮影は禁止です｡ 

 ④ 試験中は係員の指示に従ってください｡指示に従わないとき又は不正行為等があると認められると
きは､退席(失格)していただきます｡ 

   特に､試験終了の合図後に解答や作業を続けていると不正行為となり失格になります｡ 
   また､失格となった場合､試験結果通知書は送付されませんのでご注意ください｡ 

(3)試験会場､試験室までの所要時間 
   交通機関の事故､会場内の広さなどで予想以上に時間がかかることがあります｡ 

   時間には十分余裕をみて来場してください｡ 

(4)試験当日は注意事項の説明等を行いますので､下記の時刻までに必ず着席してください｡ 
 ・筆記試験：午前開始試験 ９時４５分、午後開始試験 １４時４５分     
・技能試験：１０時５０分 

(5)試験会場での忘れ物 
試験会場での忘れ物は全会場分を試験日から１ヶ月間保管します｡忘れ物をした場合はその期間内に
試験センターまでお問い合わせください｡保管期限を過ぎた場合は処分扱いとなります｡ 

(6)各試験受験票には､登録情報の一部が印字されています｡ 
受験票に印字されている内容に誤り､変更等がある場合は､変更申請をしてください｡ 
また､試験当日には､試験会場本部受付に変更申出書をご用意しております｡ 

なお､下記変更箇所については､変更申出書とともに必要書類があります｡ 
(申請方法は１１頁を参照してください) 

    ・氏名  及び  氏名カナ 
・生年月日 

1. 試験当日の特別注意事項 

 

2. 受験上の注意事項 

注意！   
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注意！   

(7)写真付身分証明書の持参 
運転免許証、パスポート、学生証(写真付)、マイナンバーカード等、必要により、 
ご本人様確認をさせていただく場合があります。 

(8)試験終了後の試験問題の印刷不鮮明、落丁、乱丁や支給材料、作品に関する申し出には一切応じられません。 

 

  

電卓(電子式卓上計算機)及び計算尺は､使用できません｡ 

 

 

(1)筆記用具 ・ＨＢの鉛筆又はＨＢの芯を用いたシャープペンシル､鉛筆削り 

・プラスチック消しゴム 

・定規 

・色鉛筆､色ボールペン､蛍光ペン､マジック 

・マークシートへの記入には､HB の鉛筆又はシャープペンシルを使用してください｡ 

ボールペン等は使用できません｡ 

・複線図等を描く場合は､問題用紙の余白を使用してください｡その際､色鉛筆､色ボールペン､ 

蛍光ペン､マジック等を使用することができます｡ 

(2)その他     ・ 時計(電卓機能､スマートウォッチ等の通信機能を持つもの､アラームなど音が出る

ものは使用できません) 

・ストップウォッチ(音が出ないもの) 

・眼鏡､ルーペ 

 試験時間の管理は､試験監督員の時計で行います｡ 

(3)作業用工具［技能試験のみ］ 

  技能試験では､電動工具以外の全ての工具を使用することができます｡ 

  なお､下記の指定工具は最低限必要と考えられますので､受験者は必ず持参してください｡ 

 

 

 
 

(a)リングスリーブの圧着は､リングスリーブに JIS C 9711 に適合する圧着マークが刻印さ

れることが求められます｡リングスリーブ用圧着工具は､JISの｢屋内配線用電線接続工具・

手動片手式工具・リングスリーブ用｣(JIS C 9711：1982・1990・1997)の規格のもの(握り

部分の色が黄色のもの)を使用すれば､この圧着マークが刻印されます｡○､小､中､大の刻

印が明確にでるものを用意してください｡ 

   なお､上記以外のリングスリーブ用圧着工具(1982年より以前の JIS規格のリングスリー

ブ用圧着工具を含む｡)で圧着し､リングスリーブに圧着マークが刻印されない場合は欠陥

の対象となります｡ 

(b)試験中の工具の貸借はできません｡ 

(c)持参する工具の数量に制限はありませんが､作業用机が狭いので､その上に置く工具は､他

の受験者に迷惑のかからないようにしてください｡ 

(d)カッターナイフで怪我をされる方がおります｡使用は自粛してください｡ 

(e)回路計(テスター)等の計測機器は使用できません｡ 

(f)｢保護板｣は配付されたもの以外使用できません｡ 

(g)電線を一時的に束ねるためのクリップ等については使用可能ですが、試験終了までには、

必ず取り外してください。 

(h)手袋､工具を入れるための腰ベルトは使用できます｡ 

(i)電動工具(電動ドライバー等)、改造した工具および自作した工具は使用できません｡ 

 

(4)技能試験では､支給材料以外の材料の使用はできません｡ 

［ 指定工具 ］ ペンチ､ドライバ(プラス､マイナス)､ナイフ､スケール､ウォータポンププライヤ、 

リングスリーブ用圧着工具(JIS C 9711：1982・1990・1997適合品) 

3. 電卓の使用禁止 

4. 試験会場で使用できる用具 

注意！   

注意！   
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７ 試験結果の発表等 
 

 

 

(1) 筆記試験及び技能試験の試験結果の発表予定日､試験結果通知書発送予定日は､次のとおりです｡ 

 

試験の種別 公表形式 試験結果発表予定日､試験結果通知書発送予定日 

筆記試験 

web 公表 １１月１４日（月） 

結果通知書の発送 １２月 ８日（木） 

合否検索 １１月１４日（月）～１２月２５日（日） 

技能試験 

web 公表 令和５年１月２７日（金） 

結果通知書の発送   令和５年２月 ６日（月） 

合否検索 令和５年１月２７日（金）～２月２７日（月） 

(2)試験センターのホームページ（https://www.shiken.or.jp）で､各試験の試験結果発表予定日 

(正午１２時００分更新予定)から､それぞれの受験番号で合否を検索できます｡なお､発表当日の検

索は大変混み合いますのでつながりにくい場合があります｡予めご了承ください｡ 

 

(3)筆記試験結果通知書（合格の通知または不合格の通知） 

筆記試験結果通知書(合格の通知または不合格の通知)が上記の発送予定日から１週間を経過し

ても届かない場合や､紛失してしまった場合は､受験者本人から試験センターまで連絡してくださ

い｡なお､欠席された方等には試験結果通知書は発送されません｡ 

連絡先：03－3552－7691(平日９時～１７時１５分) 

 

(4)技能試験結果通知書（合格の通知または不合格の通知）の再発行 

  

  

  

令和５年２月２０日（月）12 時までに通知書が届かない場合、上記期間内にマイページにて、再

発行申請を行ってください。なお､欠席された方等には試験結果通知書は発送されません。 

 令和５年２月２２日（水）以降の申出は、試験センター指定の再発行申請書に記入し、試験センタ

ーへ提出ください。なお、再発行には、当センターに申請書が到着後、３週間ほどお時間をいただい

ておりますので、ご了承ください。なお､欠席された方等には試験結果通知書は発送されません。 

 

 

(1)筆記試験､技能試験ともに試験日の翌日の月曜日に試験問題・解答及び正解作品例を､試験結果

発表予定日に合格基準を､試験センターホームページで公表する予定です｡ 

(2)個人の得点､採点内容等に関する問い合わせには､一切応じられません｡ 

再発行申請期間 令和５年 ２月２０日（月）１２時～ ２月２１日（火）１７時 

1. 試験結果の発表等 

2. 標準解答及び合格基準の公表 
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令和４年度第二種電気工事士技能試験 

候補問題の公表及び欠陥の判断基準について 
 

 

      試験センターホームページにて、第二種電気工事士技能試験の候補問題を公表しております。 

    候補問題は、No.1 ～ No.13 まであり、一般用電気工作物の電気工事に係る基本的な作業であって、 

試験を机上で行うことと使用する材料・工具等を考慮して作成してあります。 

 

 

 

(1)欠陥の判断基準の公表について 

 受験者の皆様が､電気工事士として最低限習得すべき技能レベルとその水準を理解することで､電気工事

士としての技術力及び安全意識の向上を目的として､第一種電気工事士と第二種電気工事士の技能試験に

係る共通の｢欠陥の判断基準｣を試験センターホームページで公表しております｡ 

 技能試験については､｢欠陥の判断基準｣に基づき作品の欠陥の有無を判定し､最終的には試験委員会で合

否の決定が行われます｡ 

 

 

(2)欠陥の判断基準について 

技能試験における｢欠陥の判断基準｣は､試験を実施する際の諸条件を勘案して規定された基準です｡ 

実際の工事に際しては現場でのルールに従うことや､より厳格な施工方法等を求められることが一般的で

す｡ 

試験センターホームページ掲載の「欠陥の判断基準｣の内容をご覧いただくと､数カ所で数値［mm］の

許容についての記載があります｡実際の工事では､この判断基準と異なり､限りなく 0 mm に近い施工が求

められることを十分理解していただいた上で､技能試験に臨んでいただくことをお願い致します｡ 

 

(3)技能試験の概要と注意すべきポイントについて 

   試験センターのホームページには､欠陥の判断基準の他､技能試験を受験される皆様に､受験について

理解して頂きたい要点をまとめた｢技能試験の概要と注意すべきポイント｣を掲載しております｡個々の作

業について写真付きで解説しており､また､参考にすべき欠陥の判断基準等についても記載されておりま

すので､受験準備の参考等にしていただけると幸いです｡ 

 

試験センターホームページ：https://www.shiken.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 
１６ 

1. 第二種電気工事士技能試験候補問題の公表 

2. 電気工事士の技能試験に係る「欠陥の判断基準」の公表 



資
格
の
概
要 

個
人
情
報
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て 

 

資格の概要 
 

 

第二種電気工事士免状を取得すると､次のように一般用電気工作物の作業に従事することができるほ
か､実務経験又は講習で認定電気工事従事者認定証の交付を受けることができます｡ 

 

(1)一般用電気工作物の電気工事の作業 
一般住宅や小規模な店舗､事務所などのように､電力会社等から低圧(600Ｖ以下)の電圧で受電する場

所の配線や電気使用設備等の電気工作物(一般用電気工作物)を設置し又は変更する工事の作業に従事
することができます｡ 

     

(2)認定電気工事従事者 
免状取得後､３年以上の電気工事の実務経験を積むか又は講習(認定電気工事従事者認定講習)を受け､

各地域の産業保安監督部長等に申請して認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ､最大電力
500kW 未満の自家用電気工作物(需要設備)のうちの電圧 600Ｖ以下で使用する配線や電気使用設備等
の電気工作物(電線路を除く｡)を設置し又は変更する工事の作業に従事することができます｡ 

     

(3)100kW 未満の許可主任技術者 
最大電力100kW未満の工場､ビル等に勤務している場合､事業主が免状取得者を当該事業場の電気主

任技術者として各地域の産業保安監督部長等に選任の手続きを行い､許可が得られれば電気主任技術
者として業務に就くことができます｡ 

ただし､この場合の手続きは事業場の代表者が電気事業法上の手続きとして行うもので､免状取得者
本人が行うものではありません｡ 

 

［ 問い合わせ先 ］ 
上記の事項についてさらに詳しく知りたい方は､電気工事士法､電気事業法等の関係法令をご覧いた

だくか､又は次のところへお問い合わせください｡ 

１．電気工事士免状の交付申請に関することは､各都道府県の電気工事士担当窓口 

２．認定電気工事従事者等に関することは､経済産業省の各地域の産業保安監督部(署)電力安全課等の窓口 

 

 

  

個人情報の取扱い等について  
 

●プライバシーポリシーについて 
一般財団法人電気技術者試験センター(以下､｢試験センター｣という｡)は､受験申込みをされる受験者

皆様の個人情報の保護に努めます｡試験センターは､受験申込みの際に､氏名､住所､生年月日、顔写真等
の個人情報を収集します｡これらの情報は､試験の周知､試験に関する調査及び試験を確実かつ円滑に
実施する目的で利用し､それ以外の目的では利用しません｡ 

法的な拘束力・強制力がある場合を除き､受験者の個人情報を第三者への開示や提供などは一切しません｡
個人情報については､外部からの不正なアクセスに対して万全の管理を行い､個人情報が外部に流出し
ないように対策を講じています｡ 

 

●セキュリティ 
インターネット申込みにおける申込画面はデジタル ID で SSL 暗号化技術により､個人情報のすべて

を暗号化しています｡ 

また､受験手数料をクレジット決済される場合､決済代行会社の仕様に従った接続方式で、決済を行っ
ております｡ 

 

●WEB ブラウザ 
利用可能なＷＥＢブラウザは､Microsoft Edge、Google Chrome、Safari 10 以降です｡ 

それ以外のブラウザ及びバージョンでは､正常に申込みを行えない場合があります｡ 

JavaScript を使用していますので､ブラウザの JavaScript 機能を ON にしてください｡ 
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         電気技術者試験センター本部事務局  
 

 

(1)インターネット申込みに関する問い合わせについては､Ｅメールで対応しています｡ 

Ｅメールアドレス：answer@shiken.or.jp 

申込時に登録したメールアドレスでお問い合せください｡ 

登録されたメールアドレス以外には回答できません｡ 

  

(2)試験に関するＥメールでの問い合わせ先 

Ｅメールアドレス：info@shiken.or.jp 

メールでお問い合わせの場合は､必ずお名前と日中連絡ができる電話番号(電話で回答させて頂

く場合があります)を明記してください｡お名前､電話番号の記載がない場合は､回答致しません｡ 

なお､問い合わせ内容によっては､回答しない場合又は回答に時間がかかる場合がありますので､

予めご了承ください｡ 

 （注）既に受験申込みをしている方で､インターネット申込みの場合は申込み最終画面で表示された

固有番号を､書面申込みの場合は受験申込書に印字されている固有番号を明記してお問い合わ

せください｡なお、固有番号は、マイページでも確認可能です。 

 

(3)試験全般及び申込書受付に関する問い合わせ先 

一般財団法人 電気技術者試験センター 本部事務局 

TEL 03 - 3552 - 7691  

平日９時〜１７時１５分まで(年末年始を除く) 

 

 

(4)試験当日の問い合わせ先 

一般財団法人 電気技術者試験センター 試験実施本部(コールセンター) 

TEL 03 - 6261- 6480 

開設時間：８時〜試験終了まで(車での道順等､道路案内の対応はいたしません｡) 

         

 

(5)書類等の郵送先 

〒104-8584 

東京都中央区八丁堀２‒９‒１ＲＢＭ東八重洲ビル８階 

一般財団法人 電気技術者試験センター 本部事務局 

 

 

 

 

 

 

 

  

［ 注意 ］ 最近､次のような業者がおりますので､十分注意して対応してください｡ 

１．講習や講座を受講すれば資格が取得できるかの如く電話等で勧誘する業者がいますが､電気工

事士の資格は､講習や講座では取得できません｡なお､当試験センターでは､電気工事士及び電

気主任技術者の試験に関する講習や講座は一切行っておりません｡ 

２．試験会場周辺で､試験結果を通知すると言って受験者を勧誘し金銭を取る業者や､関係団体を

装って講習会等の勧誘を行う業者がいますが､当試験センターとは一切関係ありません｡ 
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〔筆記試験免除申請用〕 

 

証 明 書                                  

 

 

                         ふ  り  が  な 

                   氏    名        

          生 年 月 日 西暦      年   月   日 

                                             

 

 上記の者は、本校において電気理論、電気計測、電気機器、電気材

料、送配電、製図（配線図を含むものに限る。）及び電気法規の電気工

学に関する所定の課程を修めて、西暦      年   月   日

に卒業したことを証明する。        

 

                     申請日 西暦      年   月   日 

 

 

  学   校   名 

                                                                   

  学  校  長 名                                          

        

 

固 有 番 号 

申込日      西暦       年    月    日     
 

 

 

 

 

 

 

 

印 
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（例） 

 

 

証明書の提出に係る注意事項 

•筆記試験免除用証明書の提出期限は[９月１６日(金)]必着です。 

•期限内にご提出いただけない場合、筆記試験からの受験となります。 

•筆記試験からの受験となった場合、筆記試験地は登録技能試験地と同じとなります。 

•証明書が[９月１６日(金)]必着までに試験センターへ届かなかった場合についても 

筆記試験からの受験となりますので余裕をもってお送りください。 

•証明書を普通郵便で送られますと誤配など郵便事故に巻込まれる可能性もあります。 

誤配などで提出期限までに証明書が届かない場合でも筆記試験からの受験となりますので 

証明書は「特定記録などの配達記録が残る方法」でお送りください。 

 

  ・提出の際は、必ず免除証明書類添付用紙（QR コード付き）を貼り付け、提出してください。 

 

 

証明書への免除証明書類添付用紙（QRコード付き） 

を貼り付けてください。 

 
 

  ｢免除証明書類添付用紙（ＱＲコード付き）｣とは､マイページまたは払込取扱票とともについている下記
イメージを､各種提出書類の余白に貼り付けるための用紙です｡ 

 

 

免除証明書類の余白にテープ・のり付けください｡  
免除証明書類添付用紙（ＱＲコード付き） 

（※下記はイメージです。この紙を貼らないでください） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

テープ・のり付け 
K            

                                     様 式 Ａ 

〔筆記試験免除申請用〕 

 

証 明 書                                  

 

 

                         ふ  り  が  な 

                   氏    名        

          生 年 月 日 西暦      年   月   日 

                                             

 

 上記の者は、本校において電気理論、電気計測、電気機器、電気材

料、送配電、製図（配線図を含むものに限る。）及び電気法規の電気工

学に関する所定の課程を修めて、西暦      年   月   日

に卒業したことを証明する。        

 

                     申請日 西暦      年   月   日 

 

 

  学   校  名 

                                                                   

  学  校  長 名                                          

        

 

固 有 番 号 

申込日      西暦      年    月    日     
 

印 

K102000000000K 

２０ 

イメージ 
 

証明書類の余白部分に貼付けて､ご提出ください 

マイページ（インターネット申込後）または 

郵便申込者は払込取扱票の隣の免除証明書類添付用紙 

（ＱＲコード付き）を使用してください 

固有番号

お名前

生年月日

K10200000000K
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インターネットマイページについて 

 

 

 

 

 

    試験センターホームページでは、試験申込状況等の確認が可能なマイページをご用意しております。 

    マイページでは、試験申込履歴より、次の内容を確認することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイページ作成後、左側の項目「試験申込」
を押し、流れに沿って、申込みください。ま
た、申込後の内容確認も可能です。 

申込をする際 （例） 

申込後のステータス確認 
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登録情報の変更を行いたい場合、左側の項目
「登録情報変更」を押し、流れに沿って 
登録情報の変更を行ってください。 
 
なお、申込状況のステータスや住所の変更に
ついては、「申込後のステータス確認」を 
確認ください。 

登録情報変更 

外字の変更 

外字がある場合はこちらから 

「登録情報変更」のページで、登録情報を確
認、名前の漢字に外字がある場合、 
以下のボタンを押し、流れに沿って申請くだ
さい。 
 
なお、内容によって、反映できない場合があ
ります。（外字でない申請の場合 等） 
 

「登録情報変更」 

２２ 

試験日前 等のステータスボタン 

結果通知書の再発行 

試験毎のステータスの下に、対象者には 
時期に合わせ、以下のボタン等が表示され
ます。 

受験票送付後、マイページでも会場案内を行っ
ております。 
なお、受験票は試験会場にて必要となりますの
で、必ずお持ちください。 

結果通知後、結果が届かない場合、対象者には 
受験案内記載の時期に再発行ボタンが表示さ
れます。 
再発行の必要な場合は、ご確認ください。 

試験会場案内 
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名前・生年月日等の変更 

外字以外の登録情報を変更する場合、「登録情報変更」
画面の下にある「編集画面へ」のボタンを押す。 

氏名（漢字・フリガナ）、生年月日を変更する場合、 
「変更申出書」をダウンロードいただき、必要書類ととも
に、郵送（送付履歴の残る方法）で、ご提出ください 

メールアドレス・電話番号など、変更したい場合
は、変更内容を入力し、変更してください。 
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アカウント情報の変更 

ＩＤ・パスワードを変更したい場合、 
「アカウント情報変更」を押す。 

変更したいＩＤ・パスワードを入力規制に
沿って、入力し、変更ください。 
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新型コロナウイルス感染症対策について 
 

 

      

     電気工事士筆記試験及び技能試験については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

を可能な限り講じたうえで実施する予定です。 

     また、試験前に当センターホームページにて、電気工事士筆記試験及び技能試験の実施に

伴う新型コロナウイルス感染症防止対策等について、掲載致します。 

        試験日前には、必ずご確認ください。  

 

【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のお願い】 

・日頃より、手洗いの徹底や手指のアルコール消毒などを励行してください。 

・試験当日は発熱、その他体調不良がある場合や基礎疾患等があることにより感染を避けたい方な

どは受験を控えてください。 

・試験当日は、必ずマスクを着用の上、受験してください。 

ただし、試験中、本人確認の際には、監督員等が受験者に対しマスクを外すよう指示をします。

本人確認が終わったら速やかにマスクを着用してください。 

・試験当日は、国の接触確認アプリ「COCOA」をインストールしたり、地域の通知サービスなどを

活用してください。 

 

 

      受験者の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますよう重ねてお

願い致します。 
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試験に関する日程 
 

 

受験申込み 

受付期間 

インターネットによる申込み 
８月２２日(月)午前１０時 

〜９月８日(木)午後５時 

書面(受験申込書)による申込み 
８月２２日(月)〜９月８日(木) 

ゆうちょ銀行(郵便局)の消印有効 

 

各 種 申 請 

及 び 

変 更 

特別措置の申請手続き期限 

９月１６日(金) 
 

受験申込の取消申請手続き期限 

免除情報入力において、前回合格時の氏名又は

生年月日で入力した者の戸籍謄本等の提出期限 

筆記試験免除用証明書の提出期限 

筆記試験地等の変更手続き期限 

技能試験地等の変更手続き期限 １１月４日(金) 

申込内容の変更 

（変更申出:試験地を除く） 

令和５年 

１月１０日(火) 
 

筆 記 試 験 

受験票の発送日 １０月１４日(金) 

受験票の未着申出期日 １０月２１日(金) 

筆記試験日 １０月３０日(日) 

解答の発表日 １０月３１日(月) 

試験結果の発表日（Web 公表） １１月１４日(月) 

試験結果通知書の発送日 １２月８日(木) 

試験結果通知書の未着申出期日 １２月１５日(木) 

 

技 能 試 験 

受験票の発送日 １２月８日(木) 

受験票の未着申出期日 １２月１５日(木) 

技能試験日(試験地により異なる) 
１２月２４日(土) 

又は２５日(日) 

解答の発表日 １２月２６日(月) 

試験結果の発表日（Web 公表） 
令和５年 

１月２７日(金) 

試験結果通知書の発送日 
令和５年 

２月６日(月) 

試験結果通知書の未着申出期限 
令和５年 

２月２１日(火) 

 

 問合せメールアドレス answer@shiken.or.jp 
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